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私ども監事は、国主大学法人法 第11条 第4項 および国主入学法人法第35条 において
準用する独立行政法人薫貝1法第38条 第2項 の規定にもとづき、国主大学法人北■J■業大
学の子戌21年 4月 1日 から子茂22年 3月 31日 までの第6期 事業年度の業務および議務
諸表 織 借対照表、損益針算書、オ1益の処分に関する書類(策)、キャッシュフロー計算吉、
国主大学法人等業務実施コスト針算書 およびこれらの時属明鮨吉)、事業報告書および決
算報告書について監査を行った皓呆、機 書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.監 査の方法の概姜

監事は、日立大学法人北几工業大学生事監査規程等諾規程 および当期監査針出にもと
づき、役員会、経営協議会、教育研究評議会等童要な会議に出席するほか、役員(監事を
除く:以 下同じ)等から事業の報告を聰ネ し、重要な決裁書類、契約書類を関覧し法人の

業務およr/嘴産の状況について調査いたしました。
さらに、会針監査人である 新日本有限責任監査法人から報告、説明を受け、端 友、

事無 吉および決算報告書について横計いたしました。

2.監 査の結果

(D会 計監査人 新日本右限責任監査法人の協 表ならびに決算報告吉にかかる監査ガ
法および監査皓果は相当であると認めます。

(2事 業報告書は、日立大学法人北几工業大学の業務IE学の状光を通工に示 しているもの

こ1誕めます。

(0役 員の職務逹行に関する不工の行為または法今もしくは規程に達反する童要な事実は
認められません。


